栃木県欠員補充職員（心理職）募集・選考試験案内
令和８(2026)年４月13日　
栃木県那須学園　
以下のとおり、欠員補充職員（心理職）を募集します。

１ 職種・募集人員等
	職種
	募集人員
	任用予定期間
	職 務 内 容

	・心理職

	１名
	令和８(2026)年６月１日から
令和９(2027)年３月31日まで
	在園児童への心理教育及び生活指導等



２ 応募資格
　学校教育法に基づく大学において心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業　した者
なお、次のいずれかに該当する者は応募できません。
ア　日本国籍を有しない者
イ　禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
ウ　栃木県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
エ　日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

３ 選考試験の内容、日時、場所、合格者発表
	試 験 内 容
	日 時
	会 場
	合格者発表

	作文試験、面接試験、
経歴調査

	試験日は別途調整します。
※試験の詳細につきましては
　応募者に直接連絡します。 
	栃木県那須学園
（矢板市沢800）
	試験終了後１週間以内に、受験者全員に合否を連絡します。




４ 選考試験に関する種目・内容
	種 目
	内 容

	作文試験
	公務員として必要な表現力等について、記述式による試験を行います。（800字程度）

	面接試験
	人物及び専門的知識等について、個別面接による試験を行います。

	経歴調査
	受験資格の有無等について調査します。
（提出していただく履歴書、証明書等を審査することにより行います。）



５ 勤務条件等（令和８(2026)年４月１日現在）
(1) 給与
給料月額の例 　大学卒の場合 237,600円　＋ 19,800円（給料の調整額）
※学歴、職歴等に応じ加算措置があります。
※このほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当等がそれぞれの条件によって支給されます。
※地方公務員等共済組合法に定める組合員となり、短期給付事業（医療保険）、福祉事業（健康診査等）が適用されます。その他、社会保険（厚生年金）、雇用保険に加入します。
※昇格、昇給はありません。
(2) 勤務日及び勤務時間
　　週休日は、４週間につき８日とし、業務の実情に応じ所属長が定めることになります。
　　休日（祝日）については、代休日を設定した上で勤務を命じることがあります。
　　勤務時間は、日勤 8:30～17:15、遅番 13:15～22:00、早番 6:30～15:15（それぞれ1時間の休憩時間あり）となります。また、週１回程度の宿直（22:00～翌6:30）があり、宿直日は遅番～宿直～早番の通し勤務になります。
　　なお、業務の状況に応じて、超過勤務が生じることもあります。
(3) 休暇は、任用予定期間に応じて年間最大20日の年次休暇、疾病等の場合に与えられる傷病休暇、忌引休暇、夏季休暇等があります。
(4) 任用期間中は、営利企業等の従事制限や守秘義務など地方公務員法の服務に関する規定が適用されます。（守秘義務については、任用期間終了後も適用されます。）

６ 応募手続き　
(1) 応募者は、受付期間中に下記(2)の応募書類を「栃木県那須学園　総務課」に郵送又は持参してください。※応募者を一定数確保できた場合は受付期間前に募集を締め切る場合があります。
《受付期間》 
令和８(2026)年４月13日（月）～令和８(2026)年４月22日（水）９～17時
※土日、祝日は受付できません。郵送の場合は令和８(2026)年４月22日（水）17時必着
(2) 応募書類（各１部）
　ア　栃木県欠員補充職員（心理職）採用選考試験申込書
（様式を県のホームページからダウンロードして記入してください。）
イ　履歴書（市販の様式で可）
ウ　最終学校卒業証明書（卒業証書の写しでも可）・未卒者の場合は在学を証明するもの
エ　その他、応募資格を満たすことを確認できる資格証明書等（写しでも可）
※提出された書類は返却しません。採用されなかった応募者の書類は破棄しますのでご了承ください。

７ 応募先・問い合わせ先
〒329-2132　栃木県矢板市沢800　
栃木県那須学園　総務課　電話：0287-43-0573
